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（行使価額修正条項付新株予約権付社債券等）

【届出の対象とした募集金額】 その他の者に対する割当 16,800,000円

 

新株予約権の払込金額の総額に新株予約権の行使に際して出

資される財産の価額の合計額を合算した金額

1,852,800,000円

 

（注）　行使価額が修正又は調整された場合には、新株予約

権の払込金額の総額に新株予約権の行使に際して出

資される財産の価額の合計額を合算した金額は増加

又は減少します。また、新株予約権の権利行使期間

内に行使が行われない場合及び当社が取得した新株

予約権を消却した場合には、新株予約権の払込金額

の総額に新株予約権の行使に際して出資される財産

の価額の合計額を合算した金額は減少します。

【安定操作に関する事項】 該当事項なし

【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所

（東京都中央区日本橋兜町２番１号）
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第一部【証券情報】
 

第１【募集要項】
 

１【新規発行新株予約権証券】

（１）【募集の条件】

発行数 12,000個

発行価額の総額 16,800,000円

発行価格 1,400円（本新株予約権の目的である株式１株当たり14円）

申込手数料 該当事項なし

申込単位 １個

申込期間 平成25年11月25日

申込証拠金 ０円

申込取扱場所 ネオス株式会社　企画部

払込期日 平成25年11月26日

割当日 平成25年11月26日

払込取扱場所 株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行　浅草支店

　（注）１　ネオス株式会社第18回新株予約権（第三者割当て）（以下「本新株予約権」という。）は、平成25年11月８日付

の当社取締役会決議にて発行を決議しております。

２　申込方法は、申込期間内に申込取扱場所に申込みをすることとします。

３　本新株予約権の募集は第三者割当ての方法によります。

４　振替機関の名称及び住所

株式会社証券保管振替機構

東京都中央区日本橋茅場町二丁目１番１号
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（２）【新株予約権の内容等】

当該行使価額修正条項付

新株予約権付社債券等の

特質

１　本新株予約権の目的となる株式の総数は1,200,000株、割当株式数（別記「新株予

約権の目的となる株式の数」欄第１項に定義する。）は100株で確定しており、株

価の上昇又は下落により行使価額（別記「新株予約権の行使時の払込金額」欄第１

項第(2)号に定義する。）が修正されても変化しない（但し、別記「新株予約権の

目的となる株式の数」欄に記載のとおり、調整されることがある。）。なお、株価

の上昇又は下落により行使価額が修正された場合、本新株予約権による資金調達の

額は増加又は減少する。

 ２　行使価額の修正基準：本新株予約権の行使価額は、本新株予約権の各行使請求の効

力発生日の直前取引日における当社普通株式の東京証券取引所における普通取引の

終値（以下「終値」という。）（同日に終値がない場合には、その直前の終値）の

90％に相当する金額（１円未満の端数を切り上げる。）が、当該効力発生日の直前

に有効な行使価額を１円以上上回る場合又は下回る場合には、当該効力発生日以

降、当該金額に修正される。

 ３　行使価額の修正頻度：行使の際に本欄第２項に記載の条件に該当する都度、修正さ

れる。

 ４　行使価額の下限：当初1,071円（但し、別記「新株予約権の行使時の払込金額」欄

第３項の規定を準用して調整されることがある。）

 ５　割当株式数の上限：本新株予約権の目的となる株式の総数は1,200,000株（発行済

株式総数に対する割合は15.26％）、割当株式数は100株で確定している。

 ６　本新株予約権がすべて行使された場合の資金調達額の下限（本欄第４項に記載の行

使価額の下限にて本新株予約権がすべて行使された場合の資金調達額）：

1,302,000,000円（但し、本新株予約権は行使されない可能性がある。）

 ７　本新株予約権には、当社の決定により本新株予約権の全部又は一部の取得を可能と

する条項が設けられている（詳細は、別記「自己新株予約権の取得の事由及び取得

の条件」欄を参照）。

新株予約権の目的となる

株式の種類

当社普通株式

完全議決権株式であり、権利内容に何らの限定のない当社の標準となる株式である。な

お、当社は１単元を100株とする単元株制度を採用している。

新株予約権の目的となる

株式の数

１　本新株予約権の目的である株式の総数は、1,200,000株とする（本新株予約権１個

当たりの目的たる株式の数（以下「割当株式数」という。）は100株とする。）。

但し、本欄第２項乃至第４項により割当株式数が調整される場合には、本新株予約

権の目的である株式の総数は調整後割当株式数に応じて調整されるものとする。

 ２　当社が別記「新株予約権の行使時の払込金額」欄第３項の規定に従って行使価額の

調整を行う場合には、割当株式数は次の算式により調整される。但し、調整の結果

生じる１株未満の端数は切り捨てる。なお、かかる算式における調整前行使価額及

び調整後行使価額は、別記「新株予約権の行使時の払込金額」欄第３項に定める調

整前行使価額及び調整後行使価額とする。

 
　

調整後割当株式数＝
調整前割当株式数×調整前行使価額

調整後行使価額
　

 ３　調整後割当株式数の適用日は、当該調整事由に係る別記「新株予約権の行使時の払

込金額」欄第３項第(2)号、第(5)号及び第(6)号による行使価額の調整に関し、各

号に定める調整後行使価額を適用する日と同日とする。
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 ４　割当株式数の調整を行うときは、当社は、調整後の割当株式数の適用開始日の前日

までに、本新株予約権者に対し、かかる調整を行う旨並びにその事由、調整前割当

株式数、調整後割当株式数及びその適用開始日その他必要な事項を書面で通知す

る。但し、別記「新株予約権の行使時の払込金額」欄第３項第(2)号⑤に定める場

合その他適用開始日の前日までに上記通知を行うことができない場合には、適用開

始日以降速やかにこれを行う。

新株予約権の行使時の払

込金額

１　本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

(1）各本新株予約権の行使に際して出資される財産は金銭とし、その価額は、行使価

額に割当株式数を乗じた額とする。

 (2）本新株予約権の行使に際して出資される当社普通株式１株当たりの金銭の額（以

下「行使価額」という。）は、当初1,530円とする。

 ２　行使価額の修正

 別記「(2）新株予約権の内容等（注）」欄第６項第(3)号に定める本新株予約権の

各行使請求の効力発生日（以下「修正日」という。）の直前取引日における当社普

通株式の終値（同日に終値がない場合には、その直前の終値）の90％に相当する金

額の１円未満の端数を切り上げた金額（以下「修正日価額」という。）が、当該修

正日の直前に有効な行使価額を１円以上上回る場合又は下回る場合には、行使価額

は、当該修正日以降、当該修正日価額に修正される。但し、修正日にかかる修正後

の行使価額が1,071円（以下「下限行使価額」といい、本欄第３項の規定を準用し

て調整される。）を下回ることとなる場合には行使価額は下限行使価額とする。

 本新株予約権のいずれかの行使にあたって上記修正が行われる場合には、当社は、

かかる行使の際に、当該本新株予約権者に対し、修正後の行使価額を通知する。

 ３　行使価額の調整

 (1）当社は、当社が本新株予約権の発行後、下記第(2)号に掲げる各事由により当社

の普通株式数に変更を生じる場合又は変更を生じる可能性がある場合には、次に

定める算式（以下「行使価額調整式」という。）をもって行使価額を調整する。

 
　

    

既発行株式数＋

新発行・
処分株式数

×
１株当たりの
払込金額

調整後
行使価額

＝
調整前
行使価額

×
時価

既発行株式数＋新発行・処分株式数
　

 (2）行使価額調整式により行使価額の調整を行う場合及び調整後の行使価額の適用時

期については、次に定めるところによる。

 ①　下記第(4)号②に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式を新たに

発行し、又は当社の保有する当社普通株式を処分する場合（無償割当てによる

場合を含む。）（但し、新株予約権（新株予約権付社債に付されたものを含

む。）の行使、取得請求権付株式又は取得条項付株式の取得、その他当社普通

株式の交付を請求できる権利の行使によって当社普通株式を交付する場合、及

び会社分割、株式交換又は合併により当社普通株式を交付する場合を除く。）

 調整後の行使価額は、払込期日（募集に際して払込期間を定めた場合はその最

終日とし、無償割当ての場合はその効力発生日とする。）以降、又はかかる発

行若しくは処分につき株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある

場合はその日の翌日以降これを適用する。

 ②　株式の分割により普通株式を発行する場合

 調整後の行使価額は、株式の分割のための基準日の翌日以降これを適用する。
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 ③　下記第(4)号②に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式を交付す

る定めのある取得請求権付株式又は下記第(4)号②に定める時価を下回る払込

金額をもって当社普通株式の交付を請求できる新株予約権（新株予約権付社債

に付されたものを含む。）を発行又は付与する場合（但し、当社又はその関係

会社（財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第８条第８項に定め

る関係会社をいう。）の取締役その他の役員又は使用人に新株予約権を割り当

てる場合を除く。）

 調整後の行使価額は、取得請求権付株式の全部に係る取得請求権又は新株予約

権の全部が当初の条件で行使されたものとみなして行使価額調整式を適用して

算出するものとし、払込期日（新株予約権の場合は割当日）以降又は（無償割

当ての場合は）効力発生日以降これを適用する。但し、株主に割当てを受ける

権利を与えるための基準日がある場合には、その日の翌日以降これを適用す

る。

 ④　当社の発行した取得条項付株式又は取得条項付新株予約権（新株予約権付社債

に付されたものを含む。）の取得と引換えに下記第(4)号②に定める時価を下

回る価額をもって当社普通株式を交付する場合

 調整後の行使価額は、取得日の翌日以降これを適用する。

 ⑤　本号①乃至③の場合において、基準日が設定され、かつ、効力の発生が当該基

準日以降の株主総会、取締役会その他当社の機関の承認を条件としているとき

には、本号①乃至③にかかわらず、調整後の行使価額は、当該承認があった日

の翌日以降これを適用する。この場合において、当該基準日の翌日から当該承

認があった日までに本新株予約権の行使請求をした新株予約権者に対しては、

次の算出方法により、当社普通株式を交付する。

 
　

株式数＝

（調整前
行使価額

－
調整後
行使価額）

×
調整前行使価額により当該
期間内に交付された株式数

調整後行使価額
　

 この場合、１株未満の端数を生じたときはこれを切り捨てるものとする。

 (3）行使価額調整式により算出された調整後の行使価額と調整前の行使価額との差額

が１円未満にとどまる場合は、行使価額の調整は行わない。但し、その後行使価

額の調整を必要とする事由が発生し、行使価額を調整する場合には、行使価額調

整式中の調整前行使価額に代えて調整前行使価額からこの差額を差し引いた額を

使用する。

 (4）①　行使価額調整式の計算については、円位未満小数第２位まで算出し、小数第

２位を四捨五入する。

 ②　行使価額調整式で使用する時価は、調整後の行使価額が初めて適用される日

に先立つ45取引日目に始まる30取引日における当社普通株式の終値の平均値

（終値のない日数を除く。）とする。この場合、平均値の計算は、円位未満

小数第２位まで算出し、小数第２位を四捨五入する。

 ③　行使価額調整式で使用する既発行株式数は、株主に割当てを受ける権利を与

えるための基準日がある場合はその日、また、かかる基準日がない場合は、

調整後の行使価額を初めて適用する日の１ヶ月前の日における当社の発行済

普通株式の総数から、当該日において当社の保有する当社普通株式を控除し

た数とする。また、上記第(2)号⑤の場合には、行使価額調整式で使用する

新発行・処分株式数は、基準日において当社が有する当社普通株式に割当て

られる当社の普通株式数を含まないものとする。
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 (5）上記第(2)号の行使価額の調整を必要とする場合以外にも、次に掲げる場合に

は、当社は、本新株予約権者と協議のうえ、その承認を得て、必要な行使価額の

調整を行う。

 ①　株式の併合、資本の減少、会社分割、株式交換又は合併のために行使価額の調

整を必要とするとき。

 ②　その他当社の普通株式数の変更又は変更の可能性が生じる事由等の発生により

行使価額の調整を必要とするとき。

 ③　行使価額を調整すべき複数の事由が相接して発生し、一方の事由に基づく調整

後の行使価額の算出にあたり使用すべき時価につき、他方の事由による影響を

考慮する必要があるとき。

 (6）上記第(2)号の規定にかかわらず、上記第(2)号に基づく調整後の行使価額を初め

て適用する日が本欄第２項に基づく行使価額の修正日と一致する場合には、当社

は、必要な行使価額の調整を行う。

 (7）行使価額の調整を行うときは、当社は、調整後の行使価額の適用開始日の前日ま

でに、本新株予約権者に対し、かかる調整を行う旨並びにその事由、調整前の行

使価額、調整後の行使価額及びその適用開始日その他必要な事項を書面で通知す

る。但し、上記第(2)号⑤に定める場合その他適用開始日の前日までに上記通知

を行うことができない場合には、適用開始日以降速やかにこれを行う。

新株予約権の行使により

株式を発行する場合の株

式の発行価額の総額

1,852,800,000円

別記「新株予約権の行使時の払込金額」欄第２項又は第３項により、行使価額が修正又

は調整された場合には、上記株式の払込金額の総額は増加又は減少する。また、本新株

予約権の権利行使期間内に行使が行われない場合及び当社が取得した本新株予約権を消

却した場合には、上記株式の払込金額の総額は減少する。

新株予約権の行使により

株式を発行する場合の株

式の発行価格及び資本組

入額

１　本新株予約権の行使により株式を交付する場合の株式１株の払込金額

本新株予約権の行使により交付する当社普通株式１株の払込金額は、行使請求に係

る各本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額の総額に、行使請求に係る

各本新株予約権の払込金額の総額を加えた額を、別記「新株予約権の目的となる株

式の数」欄記載の株式の数で除した額とする。

 ２　本新株予約権の行使により株式を発行する場合の増加する資本金及び資本準備金

 本新株予約権の行使により株式を発行する場合の増加する資本金の額は、会社計算

規則第17条の定めるところに従って算定された資本金等増加限度額に0.5を乗じた

金額とし、計算の結果１円未満の端数を生じる場合はその端数を切り上げた額とす

る。増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額より増加する資本金の額を減

じた額とする。

新株予約権の行使期間 平成25年11月27日から平成26年11月26日までとする。

新株予約権の行使請求の

受付場所、取次場所及び

払込取扱場所

１　本新株予約権の行使請求受付場所

三井住友信託銀行株式会社　証券代行部

２　本新株予約権の行使請求取次場所

 該当事項なし

 ３　本新株予約権の行使請求の払込取扱場所

 株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行　浅草支店

新株予約権の行使の条件 各本新株予約権の一部行使はできない。
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自己新株予約権の取得の

事由及び取得の条件

１　当社は、本新株予約権の取得が必要と当社取締役会が決議した場合は、本新株予約

権の払込期日の翌日以降、会社法第273条及び第274条の規定に従って通知をしたう

えで、当社取締役会で定める取得日に、本新株予約権１個当たり1,400円の価額

で、本新株予約権者（当社を除く。）の保有する本新株予約権の全部又は一部を取

得することができる。一部取得をする場合には、抽選その他の合理的な方法により

行うものとする。

 ２　当社は、当社が株式交換又は株式移転により他の会社の完全子会社となることを当

社の株主総会で承認決議した場合は、会社法第273条の規定に従って通知をしたう

えで、当社取締役会で定める取得日に、本新株予約権１個当たり1,400円の価額

で、本新株予約権者（当社を除く。）の保有する本新株予約権の全部を取得する。

新株予約権の譲渡に関す

る事項

該当事項なし

代用払込みに関する事項 該当事項なし

組織再編成行為に伴う新

株予約権の交付に関する

事項

該当事項なし

　（注）１　本新株予約権の発行により資金調達をしようとする理由

当社は、下記「（資金調達の目的）」に記載の資金調達を行うために、様々な資金調達方法を検討いたしました

が、下記「２(2）（他の資金調達方法との比較）」に記載のとおり、公募増資やＭＳＣＢ等の各種資金調達方法

には各々メリット及びデメリットがある中で、メリルリンチ日本証券株式会社（以下「メリルリンチ日本証券」

といいます。）より提案を受けた下記「２(1）資金調達方法の概要」に記載のスキーム（以下「本スキーム」と

いいます。）は、下記「２(2）（本スキームの特徴）」に記載のメリットがあることから、下記「２(2）（本ス

キームのデメリット）」に記載のデメリットに鑑みても、本スキームによる資金調達方法が当社のファイナンス

ニーズに最も合致していると判断いたしました。そのため、本新株予約権（行使価額修正条項付新株予約権）の

発行により資金調達をしようとするものであります。

（資金調達の目的）

約30年前にパソコンが登場して以来、インターネットの登場、携帯コンテンツサービスの開始等、ほぼ10年周期

でイノベーションの大きな波が起こってきました。そして次なる10年は、これまでのパソコン、インターネッ

ト、携帯電話を総括したスマートデバイスの時代になっていくと考えられます。それにともない、機器もソフト

ウェアもサービスもダイナミックに変化していくことが予想され、2013年度は、この流れが急速に表面化する節

目の年と考えられます。

今後、スマートフォンをコアデバイスとしながら、様々なスマートデバイスがクラウド環境を通じてシームレス

につながり、いつでも、どこでも多様なサービスが利用できる「スマート革命」時代が本格的に幕を開けます。

この「スマート革命」時代をリードするプロダクト、サービス、デバイスを提供し、その推進をしていくのが当

社グループの使命だと捉えています。

当社グループの特徴は、「スマート革命」推進の原動力と位置づけられる「クラウド」技術、「デバイス」技術

を両輪として、携帯通信キャリアが担う情報通信サービスとメディア企業やヘルスケア企業等の法人ビジネス双

方に事業基盤を有することにあります。

当社グループは、顧客ニーズに対応したソリューションの提供を行う『ソリューション事業』と、ソフトウェ

ア、システム、コンテンツ等をライセンス、ＡＳＰサービス、コンシューマーサービス等の様々な形で展開する

『プロダクト＆サービス事業』の二つのビジネスを推進しております。

ソリューション事業の安定的な拡大の上に、デバイスプロダクトとクラウドサービスを両輪としたプロダクト＆

サービスを積極的に投入し、大きく成長させていくことが当社グループの成長のシナリオとなります。

このシナリオを具現化するにあたり、次の三つの事業の積極的な推進が必要と捉えております。それは、(1)新規

ソフトウェアプロダクト及びサービスの企画・開発、(2)スマートデバイス事業の推進並びに(3)グローバル事業

の展開であります。

新規ソフトウェアプロダクト及びサービスの企画・開発においては、Android、iOS、TIZEN等、マルチＯＳをカ

バーしたミドルウェア技術の速やかな開発や、エンターテインメントやヘルスケア等におけるスマートフォン向

け新規コンテンツサービスの展開、スマートデバイスの普及に伴う一般法人でのＩＴ活用拡大に対応した新規プ

ロダクト＆サービスの開発、投入に注力して行く計画です。

スマートデバイス事業の推進においては、今期からＴＶに差すだけで動画や音楽などのコンテンツをＴＶ画面で

楽しめるデバイス「dstick」事業を展開しておりますが、これに加えて、今後さらなるソフトウェア技術の進展
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に対応して新たなデバイスの創出が可能になることが予想され、当社グループにおいても、引き続き、サービス

とデバイスを連携した事業開発・研究・展開に取り組んでいくことが重要と考えております。

また、スマート革命の進展は、グローバルレベルでの事業展開の必要性を高めつつあります。ＯＳの世界共通化

に伴うオフショア開発の推進や、海外地域におけるプロダクト＆サービスの展開等、グローバル事業の展開・運

営に取り組んで行く所存です。

本格的なスマートデバイス普及期を迎えつつある中で、今回の調達の実施時期は、新たな競争環境において当社

の成長を加速させるのに最適な時期と捉えております。新株予約権の発行は、当社の資金ニーズに応じて機動的

な調達が可能となり、当社の投資資金需要に戦略的に充当するものであります。

２　本新株予約権に表示された権利の行使に関する事項について割当予定先との間で締結する予定の取決め内容

(1）資金調達方法の概要

今回の資金調達は、当社がメリルリンチ日本証券に対し、行使可能期間を１年間とする行使価額修正条項付き

新株予約権（行使価額修正条項の内容は、別記「新株予約権の行使時の払込金額」欄第２項に記載されていま

す。）を第三者割当ての方法によって割当て、メリルリンチ日本証券による新株予約権の行使に伴って当社の

資本が増加する仕組みとなっています。

当社はメリルリンチ日本証券との間で、金融商品取引法に基づく届出の効力発生後に、下記の内容を含むコ

ミットメント条項付き第三者割当て契約を締結いたします。この契約は、あらかじめ一定数の行使価額修正条

項付き新株予約権（行使価額修正条項の内容は、別記「新株予約権の行使時の払込金額」欄第２項に記載され

ています。）をメリルリンチ日本証券に付与したうえで、今後資金需要が発生した際に、当社が、一定の条件

に従って本新株予約権を行使すべき旨及び行使すべき本新株予約権の数を指定（以下「行使指定」といいま

す。）できる仕組みとなっており、メリルリンチ日本証券は、かかる指定を受けた場合、一定の条件及び制限

のもとで、指定された数の本新株予約権を20取引日の期間中に行使することをコミットします。当社は、この

仕組みを活用することにより、資金需要に応じた機動的な資金調達を行うことができます。

但し、当社が一度に指定できる本新株予約権の数には一定の限度があり、本新株予約権の行使により交付され

ることとなる当社普通株式の数が、指定の前日までの１ヶ月間又は３ヶ月間における当社普通株式の１日当た

り平均出来高数のいずれか少ない方の３日分を超えないように指定する必要があります。複数回の指定を行う

場合には20取引日以上の間隔を空けなければならず、また、当社普通株式の終値が下限行使価額の120％に相当

する金額を下回る場合、未公表のインサイダー情報等がある場合、当社の財政状態又は業績に重大な悪影響を

もたらす事態が発生した場合など一定の場合には当社はかかる指定を行うことはできません。なお、当社は、

上記の指定を行った場合、その都度プレスリリースを行います。

当社は、その裁量により、本新株予約権の全部又は一部につき、行使することができない期間を指定（以下

「停止指定」といいます。）することができます。停止指定の期間は当社の裁量により決定することができ、

また、当社は、一旦行った停止指定をいつでも取り消すことができます。但し、上記の本新株予約権を行使す

べき旨の指定を受けてメリルリンチ日本証券がコミットしている本新株予約権の行使を妨げることとなるよう

な停止指定を行うことはできません。

メリルリンチ日本証券は、平成25年11月27日から平成26年９月30日の間のいずれかの取引日における当社普通

株式の終値が下限行使価額を下回った場合に当該取引日の翌取引日に当社に対して通知することにより、又は

平成26年10月１日以降平成26年10月31日までに当社に対して通知することにより、本新株予約権の取得を請求

することができ、かかる請求がなされた場合、当社は、本新株予約権の発行要項に従い、新株予約権の払込金

額と同額の金銭を支払うことにより、原則として15取引日以内に本新株予約権を取得します。

なお、本新株予約権が譲渡された場合でも、上記のコミットメント条項付き第三者割当て契約に基づいて、当

社が割当予定先に対して本新株予約権の行使指定、停止指定及びその取消しを行う権利、並びに割当予定先が

当社に対して本新株予約権の取得を請求する権利は、譲受人に引き継がれます。

(2）資金調達方法の選択理由

上記の資金調達方法は、当社が新株予約権の行使の数量及び時期を相当程度コントロールすることができると

いう特徴をもっています。すなわち、当社に資金需要が発生し、本新株予約権の行使を希望する場合には、一

定の期間内に行使すべき本新株予約権の数を指定することができ、一方で、株価動向等を勘案して当社が本新

株予約権の行使を希望しない場合には、本新株予約権を行使することができない期間を指定することもできる

手法（エクイティ・コミットメントライン）です。そのため、資金需要に応じた柔軟な資金調達が可能になる

とともに、株価に対する一時的な影響が小さいものと考えられます。

当社は、今回の資金調達に際し、多様な資金調達手段を検討し、以下のような点を総合的に勘案した結果、本

スキームによる資金調達が現時点における最良の選択であると判断しました。

（本スキームの特徴）

①　当社の資金需要や株価動向を総合的に判断したうえで、柔軟な資金調達が可能であること。
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②　本新株予約権の目的である当社普通株式数は1,200,000株で一定であるため、株価動向によらず、最大増加

株式数は限定されていること（平成25年10月31日現在の総議決権数に対する最大希薄化率は、15.26％）。

③　当社普通株式の終値が下限行使価額の120％に相当する金額を下回る場合、割当予定先に対して本新株予約

権の行使を指定することはできず、また、当社普通株式の終値が下限行使価額を下回る場合、割当予定先

が本新株予約権の取得を請求する権利を有することになるというデメリットはあるが、本新株予約権の行

使価額には上限が設定されていないため、株価上昇時には調達金額が増大するというメリットを当社が享

受できること。

④　本新株予約権の払込金額と同額の金銭を支払うことにより、本新株予約権の全部又は一部を取得すること

ができること。

⑤　メリルリンチ日本証券は、本新株予約権の行使により取得する当社普通株式を原則として長期間保有する

意思を有しておらず、かかる当社普通株式に関連して株券貸借に関する契約を締結する予定はないこと。

⑥　メリルリンチ日本証券に本スキームと同様のスキームに関して十分な実績があると認められること。

（本スキームのデメリット）

①　市場環境に応じて、行使完了までには一定の期間が必要となること。

②　株価が下落した場合、実際の調達額が当初の予定額を下回る可能性があること。

③　株価が下限行使価額を下回って推移した場合、調達ができない可能性があること。

（他の資金調達方法との比較）

①　公募増資による新株の発行は、資金調達が一時に可能となりますが、同時に１株当たり利益の希薄化をも

一時に引き起こすため、株価に対する直接的な影響が大きいと考えられること。

②　株価に連動して転換価額が修正される転換社債型新株予約権付社債（いわゆる「ＭＳＣＢ」）の発行条件

及び行使条件等は多様化していますが、一般的には、転換により交付される株数が転換価額に応じて決定

されるという構造上、転換の完了まで転換により交付される株式総数が確定しないため、株価に対する直

接的な影響が大きいと考えられること。

③　他の行使価額修正型の新株予約権については、行使の制限や制限の解除のみが可能なスキームがあります

が、本スキームでは、これらに加えて、一定期間内に行使すべき新株予約権の数を指定することも可能で

あり、より機動的な資金調達を図りやすいと考えられること。また、行使価額が修正されない新株予約権

については、株価上昇時にその上昇メリットを当社が享受できず、一方で株価下落時には行使が進まず資

金調達が困難となること。

④　借入れによる資金調達は、調達金額が負債となるため、財務健全性の低下が見込まれること。
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３　当社の株券の売買について割当予定先との間で締結する予定の取決めの内容

該当事項なし

４　当社の株券の貸借に関する事項について割当予定先と当社の特別利害関係者等との間で締結される予定の取決め

の内容

該当事項なし

５　その他投資者の保護を図るため必要な事項

該当事項なし

６　本新株予約権の行使請求の方法

(1）本新株予約権を行使する場合、別記「新株予約権の行使期間」欄記載の本新株予約権を行使することができる

期間中に別記「新株予約権の行使請求の受付場所、取次場所及び払込取扱場所」欄記載の行使請求受付場所に

対して、行使請求に必要な事項を通知するものとする。

(2）本新株予約権を行使する場合、前号の行使請求の通知に加えて、本新株予約権の行使に際して出資される財産

の価額の全額を現金にて別記「新株予約権の行使請求の受付場所、取次場所及び払込取扱場所」欄に定める払

込取扱場所の当社が指定する口座に振り込むものとする。

(3）本新株予約権の行使請求の効力は、別記「新株予約権の行使請求の受付場所、取次場所及び払込取扱場所」欄

記載の行使請求受付場所に対する行使請求に必要な全部の事項の通知が行われ、かつ当該本新株予約権の行使

に際して出資される財産の価額の全額が前号に定める口座に入金された日に発生する。

７　新株予約権証券の不発行

当社は、本新株予約権に関して、新株予約権証券を発行しない。

８　社債、株式等の振替に関する法律の適用等

本新株予約権は、社債、株式等の振替に関する法律に定める振替新株予約権とし、その全部について同法の規定

の適用を受ける。また、本新株予約権の取扱いについては、株式会社証券保管振替機構の定める株式等の振替に

関する業務規程、同施行規則その他の規則に従う。

 

（３）【新株予約権証券の引受け】

　該当事項なし

 

２【新規発行による手取金の使途】

（１）【新規発行による手取金の額】

払込金額の総額（円） 発行諸費用の概算額（円） 差引手取概算額（円）

1,852,800,000 8,000,000 1,844,800,000

　（注）１　払込金額の総額は、本新株予約権の払込金額の総額（16,800,000円）に本新株予約権の行使に際して出資される

財産の価額の合計額（1,836,000,000円）を合算した金額であります。なお、本新株予約権の行使に際して出資さ

れる財産の価額の合計額は、当初行使価額ですべての本新株予約権が行使されたと仮定した場合の金額です。

２　発行諸費用の概算額には、消費税及び地方消費税は含まれておりません。

３　行使価額が修正又は調整された場合には、払込金額の総額及び発行諸費用の概算額は増加又は減少します。ま

た、本新株予約権の行使期間内に行使が行われない場合及び当社が取得した本新株予約権を消却した場合には、

払込金額の総額及び発行諸費用の概算額は減少します。

４　発行諸費用の概算額は、弁護士費用、価額算定費用、信託銀行費用等の合計額であります。
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（２）【手取金の使途】

具体的な使途
金額

（百万円）
支出予定期間

①　新規ソフトウェアプロダクト及びサービスの企画・開発に関
する投資及び費用

1,044
平成25年12月
～平成28年２月

②　スマートデバイス事業の推進に関する投資及び費用 400
平成26年３月
～平成30年２月

③　グローバル事業の展開に関する投資及び費用 400
平成26年６月
～平成29年２月

 

①　新規ソフトウェアプロダクト及びサービスの企画・開発に関する投資及び費用

　Android、iOS、TIZEN等、マルチＯＳをカバーしたミドルウェア技術の速やかな開発、エンターテインメントやヘル

スケア等におけるスマートフォン向け新規コンテンツサービスの展開、スマートデバイスの普及に伴う一般法人での

ＩＴ活用拡大に対応した新規プロダクト＆サービスの開発、投入への資金として、平成25年12月から平成28年２月ま

での間に1,044百万円の支出を予定しております。

 

②　スマートデバイス事業の推進に関する投資及び費用

　今後のさらなるソフトウェア技術の進展に対応した新たなデバイスの創出を見据えた、サービスとデバイスを連携

したいくつかの事業展開を検討しており、その開発・研究資金の一部として、平成26年３月から平成30年２月までの

間に400百万円の支出を予定しております。

 

③　グローバル事業の展開に関する投資及び費用

　ＯＳの世界共通化に伴うオフショア開発の推進や、海外地域におけるプロダクト＆サービスの展開等、グローバル

事業の展開を行なう上で必要な海外拠点開設を複数候補から検討しており、その開設・運営資金の一部として、平成

26年６月から平成29年２月までの間に400百万円の支出を予定しております。

 

　（注）１　調達した資金は、支出するまでの期間、当社の取引先銀行の普通預金口座にて保管する予定です。

２　上記資金使途は、優先順位の順に記載しております。

３　上記資金使途は、平成30年２月期までの資金使途の内訳を記載したものでありますが、資金調達額や調達時期は

本新株予約権の行使状況により影響を受けることから、上記資金使途及びその内訳については、変更される可能

性があります。なお、上記資金使途及びその内訳に大幅な変更があった場合、その都度、東京証券取引所へ適時

開示を行います。

４　割当予定先との間で締結するコミットメント条項付き第三者割当て契約には、当社による行使指定条項が定めら

れておりますが、株価等によっては、当社が割当予定先に行使指定を行っても、十分な資金を調達できない場合

もあります。したがいまして、市場における当社株価の動向等によりましては本新株予約権の全部又は一部が行

使されない可能性を含んでおります。このように本新株予約権によって十分な資金を調達することができなかっ

た場合には、別途の手段による資金調達の実施又は事業計画の見直しを行う可能性があります。なお、上記見直

しを行った場合、その都度、東京証券取引所へ適時開示を行います。
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第２【売出要項】
 

　該当事項なし

 

第３【第三者割当の場合の特記事項】
 

１【割当予定先の状況】

ａ．割当予定先の概要

名称 メリルリンチ日本証券株式会社

本店の所在地 東京都中央区日本橋一丁目４番１号日本橋一丁目ビルディング

代表者の役職及び氏名 代表取締役社長　　瀬口　二郎

資本金 119,440百万円

事業の内容 金融商品取引業

主たる出資者及びその出資比率 メリルリンチ・インターナショナル・インコーポレーテッド　 100％

　（注）　割当予定先の概要の欄は、平成25年11月７日現在のものであります。

 

ｂ．提出者と割当予定先との間の関係

出資関係

当社が保有している割当予
定先の株式の数

なし

割当予定先が保有している
当社の株式の数

なし

人事関係 該当事項なし

資金関係 該当事項なし

技術関係 該当事項なし

取引関係 該当事項なし

　（注）　提出者と割当予定先との関係の欄は、平成25年11月７日現在のものであります。

 

ｃ．割当予定先の選定理由

　当社としては様々な資金調達先を検討して参りましたが、メリルリンチ日本証券より提案を受けた本スキームによる

資金調達方法が、株価に対する一時的な影響を抑制しつつ、株価動向及び資金需要動向に応じた機動的な新株発行によ

る資金調達を達成したいという当社のファイナンスニーズに最も合致していると判断しました。

　当社は、メリルリンチ日本証券以外に他の国内外の金融機関からも公募増資の提案を受けましたが、公募増資は現在

の当社株式の価値からすると当社が必要とする規模の資金を調達するためには短期間において大幅な希薄化が起こり、

当社のニーズに合致するものではありませんでした。

　その中で、メリルリンチ日本証券から提案を受け、別記「第１　募集要項　１　新規発行新株予約権証券　(2）新株

予約権の内容等（注）」欄第２項（本新株予約権に表示された権利の行使に関する事項について割当予定先との間で締

結する予定の取決め内容）に記載した商品性やメリルリンチ日本証券の過去の実績等を総合的に勘案して決定いたしま

した。

（注）　本新株予約権に係る割当ては、日本証券業協会会員であるメリルリンチ日本証券により買い受けられるもので

あり、日本証券業協会の定める「第三者割当増資等の取扱いに関する規則」（自主規制規則）の適用を受けて

募集が行われるものです。
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ｄ．割り当てようとする株式の数

　本新株予約権の目的である株式の総数は1,200,000株です（但し、別記「第１　募集要項　１　新規発行新株予約権証

券　(2）新株予約権の内容等」の「新株予約権の目的となる株式の数」の欄に記載のとおり、調整されることがありま

す。）。

 

ｅ．株券等の保有方針

　本新株予約権について、当社とメリルリンチ日本証券との間で、継続保有及び預託に関する取り決めはありません。

　メリルリンチ日本証券は、本新株予約権の行使により取得する当社株式を原則として長期間保有する意思を有してお

りません。

　また、当社とメリルリンチ日本証券は、株式会社東京証券取引所の定める有価証券上場規程第434条第１項及び同施行

規則第436条第１項から第５項までの定めに基づき、原則として、単一暦月中にＭＳＣＢ等の買受人の行使により取得さ

れる株式数が、ＭＳＣＢ等の払込日時点における上場株式数の10％を超える場合には、当該10％を超える部分に係る転

換又は行使を制限するよう措置を講じる予定です。

 

ｆ．払込みに要する資金等の状況

　割当予定先からは、本新株予約権の払込金額（発行価額）の総額の払込みに要する資金は確保されている旨の報告を

受けており、割当予定先の平成25年３月期の事業概要に含まれる貸借対照表から、当社としてかかる払込みに支障はな

いと判断しております。

 

ｇ．割当予定先の実態

　割当予定先であるメリルリンチ日本証券は、その親会社であるバンク・オブ・アメリカ・コーポレーションの株式

が、ニューヨーク証券取引所、ロンドン証券取引所及び東京証券取引所に上場されております。メリルリンチ日本証券

は金融商品取引業者としての登録を行い、また日本証券業協会をはじめとする日本国内の協会等に加盟しております。

　割当予定先は、反社会的勢力の排除に関する基本方針を定め、かかる基本方針をホームページにおいて公表しており

ます。また、当社は、割当予定先がかかる基本方針に基づき、反社会的勢力との関係遮断に関する組織的な対応を推進

するための統括部署を設置する等、反社会的勢力排除のための取組みを行っていることを、割当予定先からのヒアリン

グ等により確認しております。

　上述を踏まえ、当社は、割当予定先及び割当予定先の役員が反社会的勢力ではなく、また反社会的勢力との関係を有

していないものと判断しております。

 

２【株券等の譲渡制限】

　本新株予約権には譲渡制限は付されていません。但し、割当予定先との間で締結する予定のコミットメント条項付き第

三者割当て契約において、本新株予約権の譲渡の際に当社取締役会の承認が必要である旨が定められています。

 

３【発行条件に関する事項】

(1）発行価格の算定根拠及び発行条件の合理性に関する考え方

　当社は、本新株予約権の価格の評価を第三者算定機関である株式会社赤坂国際会計（以下「赤坂国際会計」といいま

す。）に依頼しました。当該機関は、本新株予約権の発行要項及び割当予定先であるメリルリンチ日本証券との間で締

結する予定のコミットメント条項付き第三者割当て契約に定められた諸条件を考慮し（但し、割当予定先からの通知に

基づき当社が本新株予約権を取得する場合を除き、別記「第１　募集要項　１　新規発行新株予約権証券　(2）新株予

約権の内容等」の「自己新株予約権の取得の事由及び取得の条件」の欄に記載の取得条項は考慮しておりません。）、

一般的な価格算定モデルであるモンテカルロ・シミュレーションを基礎として、当社の株価、当社株式の流動性、当社

の資金調達需要、割当予定先の株式処分コスト、割当予定先の権利行使行動及び割当予定先の株式保有動向等について

一定の前提を置き、割当予定先が本新株予約権を行使する際に、当社がその時点で公募増資等を実施したならば負担す

るであろうコストと同水準の割当予定先に対するコストの発生を仮定して評価を実施しました。当社は、評価額を上回

る金額として、本新株予約権１個の払込金額を金1,400円としました。

　また、本新株予約権の当初行使価額は、当該発行に係る取締役会決議日の前日（平成25年11月７日）の東京証券取引

所における当社普通株式の普通取引の終値に相当する金額としました。

　また、当社監査役全員も、赤坂国際会計は、当社と顧問契約関係になく、当社経営陣から一定程度独立していると認

められること、割当予定先からも独立した立場で評価を行っていること、本新株予約権の価格算定方法は市場慣行に

従った一般的な方法であり、赤坂国際会計は本新株予約権の評価額に影響を及ぼす可能性のある前提条件をその評価の

基礎としていること、その算定過程及び当該前提条件等に関して赤坂国際会計から説明又は提出を受けたデータ・資料
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に照らし、当該評価は合理的なものであると判断できること等から、評価額は適正かつ妥当な価額と思われ、その評価

額を上回る払込金額を決定していることより、本新株予約権の払込金額は、割当予定先に特に有利でないと判断してお

ります。

 

(2）発行数量及び株式の希薄化の規模の合理性に関する考え方

　今回の資金調達により、平成25年10月31日現在の総議決権数に対して最大15.26％の希薄化が生じます。しかしなが

ら、当該資金調達により、別記「第１　募集要項　１　新規発行新株予約権証券　(2）新株予約権の内容等（注）」欄

第１項（本新株予約権の発行により資金調達をしようとする理由）の欄に記載のとおり、今後収益の向上を図り、企業

価値の増大を実現するものと考えており、株式の希薄化の規模は、かかる目的に照らして合理的であり、当該資金調達

により長期的な株主価値は向上すると判断しました。

　なお、①新株予約権の目的である当社普通株式数の合計1,200,000株に対し、当社株式の過去６ヶ月間における１日当

たり平均出来高は874,149株であり、一定の流動性を有していること、②本新株予約権がすべて行使された場合の発行株

式数1,200,000株を本新株予約権の行使期間である１年間に日々売却すると仮定した場合、１年間を240取引日として算

出される１日当たりの売却数量は5,000株となり、上記１日当たり平均出来高の0.6％程度であることから、かかる売却

が当社の株価に与える影響は限定的であり、かつ上記発行株式数は市場において消化可能なものと考えられること、③

本新株予約権は当社の資金需要に応じて行使をコントロール可能であり、かつ④当社の判断により新株予約権を取得す

ることも可能であることから、本新株予約権の発行は、市場に過度の影響を与える規模ではなく、発行数量の規模も合

理的であると判断しました。

 

４【大規模な第三者割当に関する事項】

　該当事項なし
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５【第三者割当後の大株主の状況】

氏名又は名称 住所
所有株式数
（株）

総議決権数に
対する所有議
決権数の割合

（％）

割当後の所
有株式数

（株）

割当後の総議
決権数に対す
る所有議決権
数の割合

（％）

池田　昌史 東京都港区 1,877,800 23.88 1,877,800 20.72

メリルリンチ日本証券株式
会社

東京都中央区日本橋１丁目
４－１

0 0 1,200,000 13.24

株式会社エヌ・ティ・
ティ・ドコモ

東京都千代田区永田町２丁
目11－１

1,020,000 12.97 1,020,000 11.26

シャープ株式会社
大阪府大阪市阿倍野区長池
町22－22

360,000 4.57 360,000 3.97

日本証券金融株式会社
東京都中央区日本橋茅場町
１丁目２－10

213,800 2.71 213,800 2.36

ＫＤＤＩ株式会社
東京都新宿区西新宿２丁目
３－２

210,000 2.67 210,000 2.32

日本マスタートラスト信託
銀行株式会社（信託口）

東京都港区浜松町２丁目11
－３

170,200 2.16 170,200 1.88

マケナフィールズ株式会社
東京都港区六本木５丁目17
－16

160,000 2.03 160,000 1.77

槇尾　茂樹 東京都渋谷区 138,000 1.75 138,000 1.52

日本トラスティ・サービス
信託銀行株式会社（信託
口）

東京都中央区晴海１丁目８
－11

87,700 1.11 87,700 0.97

CHASE MANHATTAN BANK GTS
 CLIENTS ACCOUNT ESCROW

5TH FLOOR, TRINITY TOWER
 9, THOMAS MORE STREET 
LONDON, E1W 1YT, UNITED 
KINGDOM

83,000 1.05 83,000 0.92

計 ― 4,320,500 54.95 5,520,500 60.92

　（注）１　割当前の「所有株式数」及び「総議決権数に対する所有議決権数の割合」は、平成25年８月31日現在の株主名簿

上の株式数によって算出しております。

２　「割当後の総議決権数に対する所有議決権数の割合」は、「割当後の所有株式数」に係る議決権の数を、「総議

決権数に対する所有議決権数の割合」の算出に用いた総議決権数に本新株予約権の目的である株式に係る議決権

の数を加えた数で除して算出しております。

３　「所有株式数」及び「割当後の所有株式数」については、平成25年９月１日付で当社普通株式１株につき100株の

割合をもって株式分割を行ったことをふまえ、本事業年度の期首に同株式分割が行われたものと仮定し当該数値

を算出しております。

４　割当予定先であるメリルリンチ日本証券の「割当後の所有株式数」は、割当予定先が、本新株予約権の行使によ

り取得する当社株式をすべて保有した場合の数となります。別記「１　割当予定先の状況　ｅ．株券等の保有方

針」欄に記載のとおり、割当予定先は本新株予約権の行使により取得する当社株式を原則として長期間保有する

意思を有しておりません。

５　株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモは、平成25年10月１日付で株式会社ＮＴＴドコモに商号変更されておりま

す。
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６【大規模な第三者割当の必要性】

　該当事項なし

 

７【株式併合等の予定の有無及び内容】

　該当事項なし

 

８【その他参考になる事項】

　該当事項なし

 

第４【その他の記載事項】
 

　該当事項なし
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第二部【公開買付けに関する情報】
 

第１【公開買付けの概要】
 

　該当事項なし

 

第２【統合財務情報】
 

　該当事項なし

 

第３【発行者（その関連者）と対象者との重要な契約】
 

　該当事項なし
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第三部【追完情報】
 

１　事業等のリスク等について

　「第四部　組込情報」の有価証券報告書（第９期、提出日平成25年５月30日）及び四半期報告書（第10期第２四半期、

提出日平成25年10月15日）（以下「有価証券報告書等」といいます。）に記載された「事業等のリスク」について、それ

ぞれの提出日以降、本有価証券届出書提出日（平成25年11月８日）までの間に生じた変更はありません。

　また、当該有価証券報告書等に記載されている将来に関する事項は、本有価証券届出書提出日（平成25年11月８日）現

在においても変更の必要はないものと判断しております。

 

２　臨時報告書の提出

　当社は、後記「第四部　組込情報」に記載の有価証券報告書（第９期）提出日（平成25年５月30日）以降、本有価証券

届出書提出日（平成25年11月８日）までの間において、以下の臨時報告書を関東財務局長に提出しております。

 

（平成25年５月30日提出）

１　提出理由

　当社は、平成25年５月29日開催の当社第９回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引

法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき提出するものであ

ります。

 

２　報告内容

決議事項の決議

(1）当該株主総会が開催された年月日

平成25年５月29日

 

(2）当該決議事項の内容

議案　取締役９名選任の件

取締役として、髙橋豊志、池田昌史、槇尾茂樹、山岸辰雄、黒尾哲雄、内井大輔、中野隆司、髙橋由紀子及

び渡辺求を選任する。

 

EDINET提出書類

ネオス株式会社(E20385)

有価証券届出書（組込方式）

18/25



(3）当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件

並びに当該決議の結果

決議事項 賛成（個） 反対（個） 可決要件
決議の結果

（賛成の割合）

議案   （注）１  

髙橋　豊志 47,227 5,395  可決（89.75％）

池田　昌史 47,237 5,385  可決（89.77％）

槇尾　茂樹 47,620 5,002  可決（90.49％）

山岸　辰雄 47,619 5,003  可決（90.49％）

黒尾　哲雄 47,620 5,002  可決（90.49％）

内井　大輔 47,614 5,008  可決（90.48％）

中野　隆司 47,617 5,005  可決（90.49％）

髙橋　由紀子 46,002 6,620  可決（87.42％）

渡辺　求 46,925 5,697  可決（89.17％）

　（注）１．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権

の過半数以上の賛成であります。

 

(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

　本総会前日までの議決権行使分及び株主総会当日出席の当社役員を含む一部の株主のうち賛否に関して確認ができ

た議決権数の集計により、全ての議案は可決要件を満たしたことから、本総会当日出席株主のうち賛否の確認ができ

ていない議決権数は集計しておりません。

 

３　資本金の増減

　後記「第四部　組込情報」に記載の有価証券報告書（第９期）提出日（平成25年５月30日）以降、本有価証券届出書提

出日（平成25年11月８日）までの間において、当社の資本金の額は以下のとおり増加しております。

平成25年５月30日現在の資本金
（千円）

増加額（千円）
平成25年11月８日現在の資本金

（千円）

950,148 28,782 978,931

　（注）　新株予約権の行使による増加であります。
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第四部【組込情報】
 

　次に掲げる書類の写しを組み込んでおります。

 有価証券報告書
事業年度
（第９期）

自　平成24年３月１日
至　平成25年２月28日

平成25年５月30日
関東財務局長に提出

 
有価証券報告書の
訂正報告書

事業年度
（第９期）

自　平成24年３月１日
至　平成25年２月28日

平成25年10月15日
関東財務局長に提出

 四半期報告書
事業年度

（第10期第２四半期）
自　平成25年６月１日
至　平成25年８月31日

平成25年10月15日
関東財務局長に提出

　なお、上記書類は、金融商品取引法第27条の30の２に規定する開示用電子情報処理組織（ＥＤＩＮＥＴ）を使用して提出

したデータを開示用電子情報処理組織による手続の特例等に関する留意事項について（電子開示手続等ガイドライン）Ａ４

－１に基づき本届出書の添付書類としております。
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第五部【提出会社の保証会社等の情報】
 

　該当事項はありません。

 

第六部【特別情報】
 

第１【保証会社及び連動子会社の最近の財務諸表又は財務書類】
 

　該当事項はありません。
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 独立監査人の四半期レビュー報告書  

 

平成25年10月15日

ネオス株式会社

取締役会　御中

 

新日本有限責任監査法人

 

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士  原　　勝彦　　印

 

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士  由良　知久　　印

 

 

　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられているネオス株式会

社の平成２５年３月１日から平成２６年２月２８日までの連結会計年度の第２四半期連結会計期間（平成２５年６月１日

から平成２５年８月３１日まで）及び第２四半期連結累計期間（平成２５年３月１日から平成２５年８月３１日まで）に

係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書、四半

期連結キャッシュ・フロー計算書及び注記について四半期レビューを行った。

　

四半期連結財務諸表に対する経営者の責任

　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連結財

務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸表を

作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

　

監査人の責任

　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期連結財務諸表に対する

結論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠し

て四半期レビューを行った。

　四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質

問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認

められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。

　当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。

　

監査人の結論

　当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認め

られる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、ネオス株式会社及び連結子会社の平成２５年８月３１日現在の財政状

態並びに同日をもって終了する第２四半期連結累計期間の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を適正に表示していな

いと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。

　

利害関係

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

　

以　上

 

　（注）１．上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（四半期

報告書提出会社）が別途保管しております。

２．四半期連結財務諸表の範囲にはＸＢＲＬデータ自体は含まれていません。
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 独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書  

   平成25年５月29日

ネオス株式会社  

 取締役会　御中  

 新日本有限責任監査法人  

 
指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士 原　　勝彦　　　印

 
指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士 由良　知久　　　印

　

＜財務諸表監査＞

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられて

いるネオス株式会社（旧会社名　プライムワークス株式会社）の平成24年３月１日から平成25年２月28日までの連結会計

年度の連結財務諸表、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結株主資本等変動計算書、

連結キャッシュ・フロー計算書、連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項、その他の注記及び連結附属明細表に

ついて監査を行った。

　

連結財務諸表に対する経営者の責任

　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結財務諸表を作成し適正に

表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結財務諸表を作成し適正に表示するために

経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

　

監査人の責任

　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明するこ

とにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準

は、当監査法人に連結財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定

し、これに基づき監査を実施することを求めている。

　監査においては、連結財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当

監査法人の判断により、不正又は誤謬による連結財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用され

る。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価

の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、連結財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制

を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価

も含め全体としての連結財務諸表の表示を検討することが含まれる。

　当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

　

監査意見

　当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、ネオ

ス株式会社（旧会社名　プライムワークス株式会社）及び連結子会社の平成25年２月28日現在の財政状態並びに同日を

もって終了する連結会計年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況をすべての重要な点において適正に表示している

ものと認める。
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＜内部統制監査＞

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第２項の規定に基づく監査証明を行うため、ネオス株式会社（旧会社名　

プライムワークス株式会社）の平成25年２月28日現在の内部統制報告書について監査を行った。

　

内部統制報告書に対する経営者の責任

　経営者の責任は、財務報告に係る内部統制を整備及び運用し、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に

係る内部統制の評価の基準に準拠して内部統制報告書を作成し適正に表示することにある。

　なお、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性があ

る。

　

監査人の責任

　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した内部統制監査に基づいて、独立の立場から内部統制報告書に対する意見を

表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準

に準拠して内部統制監査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準は、当監査法人に内部統制報告書に重要な虚偽

表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき内部統制監査を実施すること

を求めている。

　内部統制監査においては、内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果について監査証拠を入手するた

めの手続が実施される。内部統制監査の監査手続は、当監査法人の判断により、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性

に基づいて選択及び適用される。また、内部統制監査には、財務報告に係る内部統制の評価範囲、評価手続及び評価結果

について経営者が行った記載を含め、全体としての内部統制報告書の表示を検討することが含まれる。

　当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

　

監査意見

　当監査法人は、ネオス株式会社（旧会社名　プライムワークス株式会社）が平成25年２月28日現在の財務報告に係る内

部統制は有効であると表示した上記の内部統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内

部統制の評価の基準に準拠して、財務報告に係る内部統制の評価結果について、すべての重要な点において適正に表示し

ているものと認める。

　

利害関係

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

　

以　上

　
　
※１．上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（有価証券報告書提出会

社）が別途保管しております。

２．連結財務諸表の範囲にはＸＢＲＬデータ自体は含まれていません。
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 独立監査人の監査報告書  

   平成25年５月29日

ネオス株式会社  

 取締役会　御中  

 新日本有限責任監査法人  

 
指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士 原　　勝彦　　　印

 
指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士 由良　知久　　　印

　

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられて

いるネオス株式会社（旧会社名　プライムワークス株式会社）の平成24年３月１日から平成25年２月28日までの第９期

事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針、その他の注記及

び附属明細表について監査を行った。

　

財務諸表に対する経営者の責任

　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表

示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営

者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

　

監査人の責任

　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明すること

にある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準

は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、

これに基づき監査を実施することを求めている。

　監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監

査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。

財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の

実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検

討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も

含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。

　当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

　

監査意見

　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、ネオス

株式会社（旧会社名　プライムワークス株式会社）の平成25年２月28日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業

年度の経営成績をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

　

利害関係

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

　

以　上

　
　
※１．上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（有価証券報告書提出会

社）が別途保管しております。

２．財務諸表の範囲にはＸＢＲＬデータ自体は含まれていません。
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